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自己託送制度とは 第68回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 
電力・ガス基本政策小委員会より引用

平成２５年
に制度化
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（参考）オフサイトPPAとは

「オフサイトPPA」とは、発電事業者と電気を使う需要家との間で長期の電力購入契約を締
結し、需要家の敷地から離れた場所（オフサイト）において発電事業者が発電した再エネ電
気を、系統を通じて小売電気事業者を介し需要家（企業など）へ供給する仕組みです。
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（参考）自己託送とオフサイトPPAの比較

・一般的に、自己託送とオフサイトPPAの違いは以下のとおり。

自己託送 オフサイトPPA

発電設備の所有者 自社 発電事業者（第三者）

電力の供給先 自社施設 需要家（契約企業）

契約形態 自社内の電力融通 長期電力購入契約

メリット 再エネ賦課金なし 初期費用が不要、維持管理不要
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自己託送制度見直しの概要（令和３年度）

・需要家が遠隔地等から再生可能エネルギー電気を直接調達できるようなニーズが高まるな
ど、再生可能エネルギー発電設備の更なる導入拡大を目指すため、令和３年度に自己託送制
度を見直しました。

・自家用発電設備を維持し、及び運用する者が自己託送を利用するにあたっては、その送電
先は当該者又は当該者と経済産業省令で定める密接な関係（資本関係があること等）を持つ
者である必要がありますが、資本関係等がない者についても、組合を設立し一定の要件を満
たすことで密接な関係を持つとみなし、自己託送を可能とする規定を新たに設けることとし
ました。

A社 B社

自己託送に関するQ＆Aより引用

※詳細要件について
は、電気事業法施行
規則第2条参照
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再エネの活用拡大に伴う自己託送の活用拡大の状況 第68回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 
電力・ガス基本政策小委員会より引用

令和6年2月
「自己託送
に係る指針」
を改正
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「自己託送に係る指針」改正のポイント①

自己託送を利用する場合は、以下の1～4の要件全てを満たす必要があります。

１．自家用電気工作物等が非電気事業用電気工作物であること。

２．他者から譲渡又は貸与等を受けた非電気事業用電気工作物ではなく、自ら設置した非電気
事業用電気工作物を維持し、及び運用していること。

３．非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者と当該非電気事業用電気工作物
で発電した電気を供給する地点の需要家との間に密接な関係を有すること。

４．電気の最終消費者の需要に対する供給であること。

＜自己託送の要件＞

「密接な関係」の例
・会社法に規定する親会社と子会社の関係

・過半数の役員の派遣がなされている関係

・代替が困難な原材料、製品、役務等の提供が長期にわたり継続的に行われていることにより、当該
一方の者と当該他方の者の間において社会通念上一つの企業とみなし得る関係

・共同して設立した組合の組合員

自己託送に関するQ＆Aより引用

他者から譲渡（当該
完全子会社を除く）
又は貸与等を受けた
非電気事業用電気工
作物は不可！

※詳細な定義については、
電気事業法施行規則第2
条参照
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「自己託送に係る指針」改正のポイント②

＜特定供給（電気事業法）＞

第二十七条の三十三 電気事業（発電事業を除く。）を営む場合及び次に掲げる場合を除き、
電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大
臣の許可を受けなければならない。

１．専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電
等用電気工作物により電気を供給するとき。

２．小売電気事業、一般送配電事業、配電事業、特定送配電事業又は特定卸供給事業の用に
供するための電気を供給するとき。

＜自己託送を利用する際に特定供給の許可が必要なケース＞

特定供給とは：
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「自己託送に係る指針」改正のポイント②続き

＜自己託送を利用する際に特定供給の許可が必要なケース＞ 自己託送に関するQ＆Aより引用

不要 不要

不要必要
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「自己託送に係る指針」改正のポイント③

・組合とは、民法に規定される組合やその他法人格を有さない組合等を想定しております。 例
えば、有限責任事業組合（ＬＬＰ）は対象となりますが、匿名組合・中小企業等協同組合につい
ては、その実態が共同事業体とは言い難い組合形式であることや、自由な脱退規定が中小企業
等協同組合法などによって定められているため、省令中の「長期にわたり存続する」とは言い切
れないため対象外とみなされます。

組合の具体的な定義・対象は？：

自己託送に関するQ＆Aより引用

＜組合を設立する場合の自己託送について＞

※詳細については、
電気事業法施行規則
第2条参照

・共同して設立した組合（長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組
合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。）の組合員である者が維持し、及び
運用する非電気事業用電気工作物（太陽光などの再生可能エネルギー発電設備（FIT認定発電設
備を除く。）等であって、当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設
置するものに限る。）
イ 非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金（当該料金の額の算出
方法を含む。）
ロ 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

組合の要件は？：
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「自己託送に係る指針」改正のポイント③続き

・組合を設立する場合の自己託送のために新たに設置し、一般送配電事業者の送配電網に接続す
る非電気事業用電気工作物が対象となります。既に稼働している発電設備やFIT制度による買取
期間が満了した発電設備等は対象となりません。系統容量を確保し新たに逆潮流可能となった設
備についても、既存設備は対象外となります。

＜組合を設立する場合の自己託送について＞

「新たに設置する」の定義は？：

複数需要場所（複数者）への自己託送は可能？：

・一の発電設備から複数の需要設備・者に対して供給を行う場合、電気事業法第２７条の３３第
１項に基づき、特定供給の許可が必要となり、一の需要場所を対象とする自己託送とは別の規
律の対象となります。特定供給において、組合型の供給を行う場合には、電気事業法施行規則
第４５条の２４第３号に基づき、自らが維持し、及び運用する電線路を介して電気を供給する
必要があります。

自己託送に関するQ＆Aより引用

「長期にわたり存続することが見込まれるもの」の「長期」の基準は？：

・個別のケースによって判断されますが、例えば、組合契約において、供給者がすぐに組合を
脱退し、供給が途絶えてしまわないような規則を設けること等を確認することとしています。 ま
た、期間についての基準はありませんが、上記において対象外としているような組合形式は脱
退について自由規定があるため認められません。

※詳細については、
電気事業法施行規則
第45条の24参照
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「自己託送に係る指針」改正のポイント④

・蓄電用の電気工作物の維持運用者が自己託送を利用することは可能ですが、当該蓄電用の電
気工作物が一般送配電事業者の系統を通じて供給を受けた電気を蓄電している場合は認められま
せん。また、蓄電用の電気工作物が一般送配電事業者の系統を通じて供給を受けた電気を蓄電
しない場合であっても、当該蓄電用の電気工作物に電気を供給する発電設備が非電気事業用電
気工作物ではない場合は認められません。

＜その他＞

蓄電用の電気工作物を用いて自己託送を利用することは可能？：

一般送配電事業者の供給エリアを跨ぐ場合の自己託送は可能？：

・供給エリアを跨ぐ場合も自己託送は利用可能ですが、平成３０年１０月１日に導入された間
接オークションによる取引を行わなければならないため注意が必要です。

自己託送に関するQ＆Aより引用

※以上の「自己託送に係る指針」の改正内容は、令和５年１２月３１日以前に、自己託送利用者が維持運
用する非電気事業用電気工作物の接続検討申込み（低圧においては接続に係る契約の申込み。以下同
じ。）が完了している場合については、改正前の指針の内容が適用されます。
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【お問い合わせ先】

・供給する電力の容量が１万ｋＷ以上のもの又は一般送配電事業者の供給区域をまたぐもの：

⇒経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力産業・市場室（代表番号：03-3501-1511）

・供給する電力の容量が１万ｋＷ未満のもの：

⇒中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 電力・ガス事業課（TEL：076-432-5589）
bzl-qtymsk＠meti.go.jp

最後に
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